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第４事業・令和３年次
鶏卵生産者経営安定対策事業の概要
予算総額５１．７億円で基金化継続中
  【鶏卵価格差補填事業】

成鶏更新・空舎延長事業の安定基準価格を下

[価格] 回った期間でも加入者全員に補填実施される

← 標準取引価格

　

｜←　―　―　―　→ ｜ 　　　　　補てん基準価格

｜ 　　 ｜ 　　　　　　１８１円/ｋｇ

｜ 　　 ｜

差額の９割補てん ｜ 　　 ｜

｜ 　　 ｜

｜ 　　 ｜ 　　　　安定基準価格

[成鶏更新・　｜  　｜　　１５９円/ｋｇ

空舎延長事業]｜←－－ 　   ーー→｜

　｜３０日前 　 ３０日後｜ 成鶏を出荷した後、

　｜奨励金の対象となる成鶏の出荷期間 　｜６０日以上の空舎期間

　｜ 　｜を保つ事

１．補填基準価格は １８１円/ｋｇとする。

２．安定基準価格は １５９円/ｋｇとする。（補填基準価格の８９％とする）

３．標準取引価格が補填基準価格を下回った場合、差額の９０％を補てんする

　　が、安定基準価格１５９円/ｋｇまでとする。

    従って、補てんされる最大価格は以下の金額となる。

　　（１８１円/ｋｇ―１５９円/ｋｇ）×０．９＝１９円８０銭となる。



４．安定基準価格を下回って、成鶏更新・空舎延長事業が発動している期間で

　　も規模の大中小に関わらず、加入者全員に補填は実施される。

５．安定基準価格を下回った日から、３０日遡った日の間で出荷した鶏群から

　　安定基準価格を上回った日より、３０日後までの間で、既に出荷を予約

　　している事の証明できる加入者は成鶏更新・空舎延長事業に参加できる。

６．事業加入生産者は「鶏卵価格差補填事業積立金」と「成鶏更新・空舎延長

　　事業協力金」の２種類を納付する事になる。

（１）鶏卵価格差補填事業の補てん金の割合

① 生産者積立金より７/８

② 国庫の補助金より１/８

（２）成鶏更新・空舎延長事業の奨励金の割合

① 生産者協力金より１/４

② 国庫の補償金より３/４

７．当該事業の積立金、協力金はプール管理となっているので３ヵ年の基本契

　　満了時に残った場合、１ヵ年相当分残して返還される。

鶏卵生産者経営安定対策事業の仕組み
国

している事

　「生産者：国＝７：１」 　　　　　「生産者：国＝１：３」

鶏卵価格差補填事業 　　空舎延長事業

 １０万羽　     以下の

 生産者奨励金      ３１０円/１羽以内

差額の９割を補てん 　未定 未定 　９０日以上　１２０日空舎で６２０円

　　 積立金 協力金   １０万羽　     以上の

 生産者奨励金    ２１０円/１羽以内

　９０日以上　１２０日空舎で４２０円

 処理場奨励金     ４７円/１羽以内

　　加　入　生　産　者


